
令和５年度（第３期） 

東京都子育て支援員研修 

地域子育て支援コース 
募集要項 

 

※２つの事業に分かれます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンラインでの申込みが可能になりました。 

※利用者支援事業（基本型）の受講を希望する方、一部科目受講免除を希望する方は郵送での申込みのみとなります。 

申込受付期間 

令和５年１０月２日（月）～１０月１６日（月）（消印有効） 

 

◆利用者支援事業（基本型） 

子育て家庭のニーズを把握し、様々な情報提供や、相談等の支

援を行うとともに、地域の関係機関との連携や協働を図る事業 

 

◆地域子育て支援拠点事業 

公共施設等で相談、情報提供、援助、親子交流の場を設けるこ

とで地域の子育て支援機能の充実を図る事業 



＊＊子育て支援員研修コース内容及び体系について＊＊ 
●この募集要項の該当コースは、    で囲んでいる箇所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※別表２（12～13ページ）に令和５年度(第３期)東京都子育て支援員研修日程一覧（地域子育て支援コー

ス）を掲載しております。 
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令和５年度（第３期）東京都子育て支援員研修募集要項【地域子育て支援コース】 

 

１ 目的 

「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、小規模保育、家庭的保育等の地域型保育

や、地域子ども・子育て支援事業等の担い手となる人材の確保が求められています。この

ため本研修は、保育や子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する方に対し、必

要な知識や技能を修得した「子育て支援員」を養成することを目的としています。 

 

２ 対象者 

本コースは、以下の条件を満たす方を対象としたコースです。 

（１）都内に在住又は在勤（保育や子育て支援分野）の方 

（２）地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、都内において、地域子育て支

援拠点事業や、利用者支援事業（子供家庭支援センター等で利用者支援を実施）で従

事することを希望する方 

 

３ 実施主体 

東京都 

※株式会社東京リーガルマインドが、東京都より委託を受けて実施します。 

 

４ カリキュラム（研修内容） 

「別表１ 子育て支援員研修カリキュラム【地域子育て支援コース】」のとおり（8 ペ

ージから 11ページ）。地域子育て支援コースは、下記２分野に分かれています。 

（１）利用者支援事業（基本型） ※注１参照 

（２）地域子育て支援拠点事業 

※注１：「利用者支援事業（基本型）」を受講される方は、相談及びコーディネート等の

業務内容を必須とする区市町村長が認めた事業や業務（例：地域子育て支援拠点

事業、保育所における主任保育士業務）に１年以上の実務経験をあらかじめ有し

ていることが条件となっていますので、勤務先で【様式５】「実務経験証明書（１

年以上の実務経験及び業務内容が記載されたもの）」を発行してもらい、受講申

込書と共に提出してください。【様式５】は、本冊子に綴じ込まれている用紙を切

り離す若しくはコピーして使用してください。様式は、ホームページからダウン

ロードすることも可能です。 

※注２：「基本研修」（２日間）修了が、「専門研修」受講の条件となります。 
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５ 日程及び会場 

「別表２ 子育て支援員研修日程【地域子育て支援コース】」のとおり（12ページから

13ページ）。 

 

６ 事前学習（課題提出）（「利用者支援事業(基本型)」の方のみ） 

「利用者支援事業（基本型）」を受講する方は、講義のほかに事前学習（課題提出）が

あります。提出様式、期限等の詳細については、受講決定の際にお知らせします。 

 

７ 見学実習（「利用者支援事業(基本型)」の方のみ） 

「利用者支援事業（基本型）」を受講する方は、講義のほかに、指定された事業所（子

育てひろばや子供家庭支援センター等）において見学実習があります。日程は「別表２子

育て支援員研修日程【地域子育て支援コース】」の見学実習欄（12ページ参照）に記載の

ある期間のうちの１日となります。指定された日程での実習となりますのでご了承くだ

さい（実習日及び実習先等につきましては別途郵送する「見学実習決定通知書」にて研修

初日までにお知らせします。）。 

見学実習につきましては、実習受入先の事情等により、平日のみの実施となります（土・

日曜日の実施はありません。）。また、見学実習にあたっては、区市町村が指定する検査等

を各自で受けていただき、検査結果の確認をさせていただきますので、ご了承ください。 

なお、すでに子育てひろば等で勤務されている方に関しても見学実習は必要となりま

す。その場合、従事している事業所とは別の事業所にて実施していただきます。 

※ 「区市町村が指定する検査等」とは、細菌検査（検便）、結核検査（胸部Ｘ線）、麻

疹・風疹の予防接種や抗体検査などを想定しています。 

※ 「見学実習にあたり必要となる検査等」の詳細については、研修初日までにお知ら

せしますので、内容を確認後、受診してください。 

 

８ 確認テスト 

  利用者支援事業（基本型）では講義２日目及び４日目に、地域子育て支援拠点事業では

講義２日目及び３日目に、研修の習熟度を確認するため確認テストを実施します。 

 

９ 参加費用 

研修の参加費用は無料です。 

ただし、受講会場への往復の交通費及び昼食代等は自己負担となります。 

また、「専門研修」では以下の費用がかかります。 
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（１）テキスト代（専門研修で使用） 

【利用者支援事業（基本型）を受講する方】 

「地域子育て支援拠点で取り組む利用者支援事業のための実践ガイド」 

（橋本真紀・奥山千鶴子・坂本純子編著、ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議

会編、中央法規、1,980円（税込）） 

【地域子育て支援拠点事業を受講する方】 

「詳解 地域子育て支援拠点ガイドラインの手引 第４版」 

（渡辺顕一郎・橋本真紀編著、ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会編、中央

法規、2,420円（税込）、令和 5年 1月に発行された第４版を使用します） 

※ 研修会場でのテキスト販売は行いません。また、テキストの貸し出しもできま

せんので、ご注意ください。 

（２）「利用者支援事業（基本型）」を受講される方は、見学実習にあたり必要となる検査等

の受診費用 

※ 区市町村によって受診する内容・受診日の有効期間・費用が異なります。麻疹の

予防接種や抗体検査など、1 万円前後かかるものもありますので、あらかじめご

了承ください。 

※ 「見学実習のための健康診断等」の詳細については、受講決定後にお知らせしま

す。 

 

１０ 修了証書の発行  

受講修了者を株式会社東京リーガルマインドより研修実施主体である東京都に報告し、

東京都（知事）が子育て支援員研修の修了を認定し、修了証書を発行します。 

修了証書は株式会社東京リーガルマインドより送付いたします。「利用者支援事業（基

本型）」を受講される方は、「見学実習レポート」を受理してからお手元に届くまで、概ね

１か月半から２か月程度かかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

１１ 受講免除 

（１）「基本研修」受講免除 

以下に掲げる各資格をお持ちの方は、希望により「基本研修」２日間の受講の免除が

可能となります。申込書に免除の希望の有無を記入してください。 

※ 免除を希望し受講決定した方は、研修初日に当該資格の免許証等の写しの提出

（氏名変更等により免許証等の氏名と異なっている方は、あわせて氏名変更が

確認できる運転免許証（裏書があるもの）両面の写し又は戸籍抄本）が必要で

す。 

① 保育士 

② 社会福祉士 
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③ 幼稚園教諭（有効な免許状をお持ちの方が対象）、正看護師、保健師の資格を

お持ちの方で日々子供と関わる業務（保育所、幼稚園、認定こども園、地域子

育て支援拠点、放課後児童クラブなど）に就いている方 

（２）一部科目免除 

これまでに東京都子育て支援員研修、他の道府県や区市町村で実施している子育て

支援員研修において「基本研修」又は「専門研修」の一部科目を修了した方は、希望に

より修了した科目について受講の免除が可能となります。免除を希望される場合は、申

込書に、東京都や他の道府県又は区市町村が発行した修了証書の写しを添付してくだ

さい。 

※ 免除を希望し受講決定した方で、添付した修了証書の写しに記載された氏名と

異なっている方は、研修初日に氏名変更が確認できる運転免許証（裏書があるも

の）両面の写し又は戸籍抄本の提出が必要です。 

 

１２ 受講者推薦書 

区市町村が認可をする利用者支援事業・基本型に既に従事している、若しくは従事する

ことが決定している場合で、子育て支援員研修を受講しないと職員配置等の都合上事業

が実施できない、あるいは事業が認可されないなど、受講が必要不可欠であると区市町村

が認めた場合は、申込書と一緒に【様式６】「受講者推薦書」を送付してください。優先

的に受講決定させていただきます。 

※ 「受講者推薦書」に既に従事している事業所又は従事することが決定している事

業所の代表者印を押印の上、必ず事業所所在地（東京都内）の区市町村の子育て

支援員研修主管課（又は事業認可主管課）の確認印（担当者印は不可）をもらっ

てください。事業所の代表者印、区市町村の確認印の押印がない「受講者推薦書」

は無効です。 

※ 【様式６】「受講者推薦書」は、本冊子に綴じ込まれている用紙を切り離す若し

くはコピーして使用してください。様式は、ホームページからダウンロードする

ことも可能です。 

 

１３ 受講申込の受付期間及び方法 

（１）申込受付期間 令和５年１０月２日（月）～１０月１６日（月）※消印有効 

（２）申込方法 

オンライン申込と郵送申込の２つの方法があります。 

ただし、利用者支援事業（基本型）の受講を希望される方、全ての事業とも「１１ 

受講免除（２）一部受講免除」を希望される方は郵送申込のみとなりますので、ご注意

ください。 
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［オンライン申込］ 

オンライン申込については下記 URL をご参照ください。 

  URL：https://public.lec-jp.com/kosodate-tokyo/ 

［郵送申込］ 

① 受講申込書（表・裏面あり）に必要事項を記入してください。 

※ 申込書は、【様式１】～【様式６】のうちいずれか一種類を使用してください。 

【利用者支援事業（基本型）】は【様式１】（一部科目受講の方は【様式３】）、 

【地域子育て支援拠点事業】は【様式２】（一部科目受講の方は【様式４】）

を、それぞれ使用してください。 

※ 申込書は、本冊子に綴じ込まれている用紙を切り離す、若しくはコピーして

使用してください。また、ホームページからダウンロードすることも可能で

す。 

② 申込時に「本人確認書類（運転免許証、パスポート等の写し）」は不要ですが、受

講決定した方は、研修初日に「本人確認書類」を必ず提示していただきます。 

③ 前述「１２ 受講者推薦書」に記載されている事項に該当する方は、【様式６】「受

講者推薦書」が必要です。押印がない場合は無効とします。 

④ 長形３号（定形郵便用）封筒を使用してください。 

※ 一つの封筒につき一人分の申込書等を入れてください。 

⑤ 個人情報が含まれているため、郵便局窓口において【簡易書留】で郵送してくださ

い。その際に受け取る、[書留・特定記録郵便物等受領証（控え）]はお手元に保管

してください。料金不足の郵便は受付できません。 

※ ファクシミリ及びメールによる申し込みはできません。 

⑥ 申込書、実務経験証明書（利用者支援事業（基本型）のみ）、受講者推薦書、修了

証書の写し（一部科目免除の方のみ）以外の書類（個人情報が記載されたもの）が

同封されていた場合は、ご連絡の上、廃棄させていただきます（返送はいたしませ

ん。）。 

⑦ 書類に不備、不足がある場合は受付できませんのでご注意ください。 

⑧ 障害のある方等、受講にあたり配慮等が必要な方は、申込に際して事前にご相談く

ださい。 

（３）郵送先 

 

  

 

 

 

〒164-0001 東京都中野区中野 4-11-10 アーバンネット中野ビル 

株式会社東京リーガルマインド 福祉支援本部 東京都子育て支援員研修事務局 
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※ 15ページの「申込書等送付前の確認事項」を必ず確認した上、【簡易書留】で郵

送してください。 

※ 申込書等の書式は下記 URL からもダウンロードできます。 

URL：https://public.lec-jp.com/kosodate-tokyo/ 

 

１４ 受講者の決定 

受講申込者を株式会社東京リーガルマインドより研修実施主体である東京都に報告し、

東京都が受講者を決定します。定員を超過した場合は抽選となり、受講ができない場合も

ありますので、あらかじめご了承ください。 

受講決定通知の送付は令和５年１１月下旬を予定しております。 

※受講不決定の場合も通知を送付いたします。 

 

１５ 個人情報の取り扱い 

受講申込書に記載された個人情報や提出された個人情報については、東京都個人情報

の保護に関する条例（平成 2 年 12 月 21 日 条例第 113 号）に基づき適正な管理を行い、

以下の目的で利用いたします。 

・東京都、区市町村及び委託研修事業者が研修を実施するため 

・東京都及び委託研修事業者が子育て支援員研修修了者名簿の管理を行うため 

・区市町村が、地域型保育や地域子ども・子育て支援事業等を実施するにあたり、研修

修了者を把握するため 

・東京都及び区市町村が、研修修了者に対し子育て支援員に関する情報提供を行うため 

 

１６ 注意事項 

（１）「子育て支援員※」とは研修を修了し、子育て支援分野で働く際に必要な知識や技能を

習得したと認められる方のことです（※国家資格ではありません。）。 

（２）申込書の記載内容に関して確認の連絡をする場合があります（子育て支援員研修事務

局電話番号：03-5913-6225）。申込受付期間中に連絡が取れない場合は受付ができない

場合がありますのでご留意ください。 

（３）受講決定したコースの変更はできません。全日程受講可能なコースを選び申し込んで

ください。 

（４）区市町村によっては、事業が行われていない場合がありますのでご確認ください。 

（５）コースによって、従事できる事業や内容が異なりますのでご留意ください。 

（６）本研修は、あくまでも受講者を「子育て支援員」として認定するものであり、修了後

の雇用先を紹介及び保証をするものではありません。 

（７）申込書の記入内容が事実と異なる場合、受講及び修了の認定が取消となることがあり

ます。 
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（８）受講の申し込み時は、全日程出席可能なクールを選択してください。受講決定してか

らのクールの変更や・複数のクールをまたがっての受講（第４クールの基本研修を受講

し、第５クールの専門研修を受講する等）はできませんので、御注意ください。 

 

１７ 本研修についての問合せ先 

株式会社東京リーガルマインド 福祉支援本部 東京都子育て支援員研修事務局 

電話：03-5913-6225（月曜日～金曜日 ９時００分～１８時００分） 

（土・日・祝、12/29～1/4(年末年始)を除く）
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別表１ 

子育て支援員研修カリキュラム【地域子育て支援コース】 

 

１．基本研修（全研修共通８時間） 

科目名 区分 時間数 内 容 目 的 

１．子供・子育てに関する制度や社会状況における子育て支援事業の役割を捉えるための科目 

①子供・子育

て家庭の現

状 

講義 ６０分 ＜子供・子育て家庭（対人援

助を行う対象）に対する理解

＞  

①子供の育つ社会・環境 

②子育て家庭の変容 

③子供の貧困及び子供の非行

についての理解 

①子育て家庭と家庭生活を取り巻く社会的

状況について理解する。 

②家庭の意義と多様な子育て家庭のニーズ

と子育て支援等の現状と課題について理

解する。  

③子育て家庭への支援について理解する。 

④子供の貧困や非行などの背景の概要につ

いて理解する。 

②子供家庭福

祉  

講義 ６０分 ＜子育て支援制度の理解＞ 
①子供・子育て支援新制度の
概要 

②児童家庭福祉施策等の理解  

③児童家庭福祉に係る資源の

理解 

①児童家庭福祉施策・制度の概要（子供・子
育て支援新制度の概要と子育て支援員が関
わる事業の枠組みと位置付け等）について
理解する。 

②児童福祉施設等と専門職の役割について
理解する。 

③児童家庭福祉に関する地域資源の概要

（地域人材確保を含む。）について理解す

る。 

２．支援の意味や役割を理解するための科目 

③子供の発達 講義 ６０分 ＜子供・子育て家庭（対人援

助を行う対象）に対する理解

＞ 

①発達への理解 

②胎児期から青年期までの発

達 

③発達への援助 

④子供の遊び 

①子供の発達を捉える視点について理解す

る。 

②子供の発達（「発達・成長の保障」、

「情緒の安定」、「生命の保持」）の概

要について理解する。  

③生涯発達の概要について理解する。  

④子供の発達に応じた援助の基礎について

理解する。  

⑤「遊び」の意義と「遊び」の質について理

解する。 

④保育の原理 講義 ６０分 ＜子育て支援（対人援助）を

行うための援助原理の理解＞

①子供という存在の理解 

②情緒の安定・生命の保持 

③健康の保持と安全管理 

①発達・成長過程に応じた保育の基礎につ

いて理解する。  

②情緒の安定と生命の保持に係る保育の基

礎について理解する。 

③子育て支援事業における安全対策や危機

管理の必要性について発達との関連を踏

まえて理解する。 
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⑤対人援助の

価値と倫理 

講義 ６０分 ＜子育て支援（対人援助）を

行うための援助原理の理解＞ 

①利用者の尊厳の遵守と利用

者主体 

②子供の最善の利益 

③守秘義務・個人情報の保護

と苦情解決の仕組み 

④保護者・職場内・関係機

関・地域の人々との連携・

協力 

⑤子育て支援員の役割 

①対人援助の価値について理解する。 

②子供の最善の利益について理解する。 

③対人援助の倫理について理解する。 

④保護者・関係者・関係機関との連携・協

力の必要性について理解する。 

⑤子育て支援員の役割と倫理について理解

する。 

３．特別な支援を必要とする家庭を理解するための科目 

⑥児童虐待と

社会的養護 

講義 ６０分 ＜子育て支援（対人援助）を

行うための援助原理の理解＞ 

①児童虐待と影響 

②虐待の発見と通告 

③虐待を受けた子供に見られ

る行動 

④子供の権利を守る関わり 

⑤社会的養護の現状 

①児童虐待（家庭における配偶者等からの

暴力（ＤＶ）を含む。）とその影響（虐

待を受けた子供に見られる行動など）に

ついて理解する。 

②虐待を受けたと思われる子供を発見した

際の基本的な対応の概要について理解す

る。 

③子供の権利擁護の基本的視点について理

解する。 

④社会的養護の意義と現状の概要について

理解する。 

⑤社会的養護を必要とする子供や家庭の状

況について理解する。 

⑦子供の障害 講義 ６０分 ＜子育て支援（対人援助）を

行うための援助原理の理解＞ 

①障害の特性についての理解 

②障害の特性に応じた関わり

方・専門機関との連携 

③障害児支援等の理解 

①障害特性の概要について理解する。 

②障害児支援制度の概要について理解する。 

③障害特性に応じた関わり方や専門機関と 

の連携の概要について理解する。 

④障害児支援等の現状について理解する。 

４．総合演習 

⑧総合演習 演習 ６０分 ①子供・子育て家庭の現状の

考察・検討 

②子供・子育て家庭への支援

と役割の考察・検討 

③特別な支援を必要とする家

庭の考察・検討 

④子育て支援員に求められる

資質の考察・検討 

⑤専門研修の選択など今後の

研修に向けての考察・検討 

①履修した内容についての振り返りを図るた

めのグループ討議。 

②子育て支援員に求められる資質についての

理解の確認。 

③履修した内容の総括と今後の課題認識の確

認。 

※内容欄のテーマをもとに、研修効果の定着

を図るために上記①～③のいずれかの振り

返りを行う。 
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２.専門研修「利用者支援事業(基本型)」(１６時間)※事前学習含む 

科目名 区分 時間数 内 容 目 的 

１．事前学習 

①地域資源の

把握 

演習 ４８０分

（８時間相当） 

①地域資源の把握 

②受講者の周りの地域資源の

情報収集と整理の実施 

①事前に周りにある地域資源について、意

識することにより、実際の研修（特に演

習）の際に、イメージを持たせることで、

より実践的な研修となることを目指す。 

２．講義・演習 （８時間） 

②利用者支援

事業の概要 

講義 ６０分 ①事業成立の背景と目的 

②事業の内容 

③当該地域における実施状況 

①利用者支援事業の意義、内容、機能等につ

いて理解する。 

③地域資源の

概要 

講義 ６０分 ①社会資源とは 

②地域における社会資源の把

握と連携 

①ニーズに応じた情報提供や支援体制の構

築のために、社会資源の概要と地域にあ

る社会資源の種類、内容について把握し、

その提供方法等について理解する。 

④利用者支援

専門員に求

められる基

本的姿勢と

倫理 

講義 ９０分 ①利用者支援専門員の役割 

②支援における基本原則～受

容と自己決定の尊重、信頼

関係の構築～ 

③特別な配慮が必要となる利

用者への配慮事項 

④個人情報と守秘義務 

①支援にあたっての利用者支援専門員とし

ての役割と基本的な心構えについて理解

する。 

②特別な配慮が必要となる利用者を支援す

る際配慮すべき点について理解する。 

③守秘義務と情報共有の重要性について理

解する。 

⑤記録の取扱

い 

講義 

・ 

演習 

６０分 ①記録の目的 

②記録の種類、項目、記述の

方法 

③記録の管理 

①事業の適切かつ円滑な実施のために、記

録の目的、種類、手法（管理方法含む）や

重要性について、理解する。 

⑥事例分析Ⅰ 

～ジェノグ

ラムとエコ

マップを活

用したアセ

スメント～ 

演習 ９０分 ①ジェノグラムとエコマップ

の書き方 

②事例に基づくジェノグラム

とエコマップの作成と支援

方法の検討 

①ジェノグラムとエコマップの書き方を学

び、家族関係やその家族と社会資源の関  

係について適切に把握できるよう、事例

を踏まえて実践する。 

⑦事例分析Ⅱ 

～社会資源

の活用とコ

ーディネー

ション～ 

演習 ９０分 ①事例による地域における社

会資源の活用と連携の検討 

①利用者のニーズに応じた資源の選定と紹

介、仲介までを学ぶ。 

②地域の社会資源のメリット・デメリット

を理解し、他機関と連携した支援につい

て具体的方法を検討する。 
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⑧まとめ 講義 ３０分 ①利用者支援事業で求められ

る姿勢についての再確認 

①履修した内容と今後の課題認識を確認し、

利用者支援専門員としての役割や心構え 

を再確認する。 

３．見学実習 （８時間）  

⑨地域資源の

見学  

実習  ４８０分

（８時間） 

①地域資源の実際を見学によ

り学ぶとともに、担当者と

の面識をもつ  

①実際の現場を体験し、業務の円滑な実施

につなげる。  

 

 

３.専門研修「地域子育て支援拠点事業」（６時間） 

科目名 区分 時間数 内 容 目 的 

①地域子育て

支援拠点事

業の全体像

の理解 

講義 ６０分 ①地域子育て支援拠点の制度

上の位置づけと成立ち 

②地域子育て支援拠点に求め

られる機能 

③地域子育て支援拠点におけ

る支援者の役割 

①関連制度、地域子育て支援拠点事業の経

緯を理解する。 

②基本４事業の内容、予防型支援の必要性

について理解する。 

③支援者の役割について理解する。 

②利用者の理

解 

演習 ６０分 ①利用者の理解を深める演習 ①利用者の立場になって、支援のあり方に

ついて検討・理解する。 

③地域子育て

支援拠点の

活動 

講義 ６０分 ①子供の発達を意識した環境

づくり 

②子供の発達を促す環境づく

りの工夫 

③利用者のニーズに配慮した

講演等（プログラム） 

①発達の基本、子供の遊び、他者との関わり

について理解する。 

②具体的な環境づくりについて理解する。 

③利用者のニーズに配慮した講習等（プロ

グラム）の実際について理解する。 

④講習等の企

画づくり 

演習 ６０分 ①具体的な講習等やプログラ

ムづくり 

①利用者に共通するニーズから、講習等（ 

プログラム）を企画・実施する意味と方法

を理解し、実際の現場での支援の在り方

を検討する。 

⑤事例検討 演習 ６０分 ①事例に基づく検討 ①実際の事例を基に、具体的な対応方法に

ついて理解する。 

⑥地域資源の

連携づくり

と促進 

講義 ６０分 ①多様な地域資源の理解、連

携づくりの促進 

①情報提供や支援体制の構築のために、地

域資源や連携づくりの重要性について理 

解する。 
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別表２ 

子育て支援員研修日程（第３期） 【地域子育て支援コース】 

 

◆利用者支援事業（基本型)：２４時間（事前学習含む※）＋見学実習 1日 

※ 研修時間２４時間のうち、事前学習として課題（８時間相当）が含まれています。

詳細については受講決定の際にお知らせします 

 クール 第３クール 

基本研修 

1日目 

(9:50～15:10) 

12月 7日（木） 

新宿 

2日目 

（10:00～14:30） 

12月 8日（金） 

新宿 

専門研修 

3日目 

(10:00～15:30) 

12月 14日（木） 

新宿 

4日目 

(10:00～16:00) 

12月 15日（金） 

新宿 

見学実習 

右記期間中に 

１日間 

12月 18日（月） 

～ 

1月 31日（水） 

 定員 ６０名 

 

◇ 会場についての詳しい案内図は、受講決定の際にお知らせします。なお、時間や会場が

変更になる場合がありますのでご了承ください。 

 

◇ 実施科目は以下の予定です。丸数字は別表１の各研修の「科目名」に対応しています。 

 １日目 … 基本研修①②③④ 

 ２日目 … 基本研修⑤⑥⑦⑧ 

 ３日目 … 専門研修②③④ 

 ４日目 … 専門研修⑤⑥⑦⑧ 

 

【会場情報】 

 新宿：ＬＥＣ新宿エルタワー本校（新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー18階） 
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◆地域子育て支援拠点事業：１４時間 

 クール 第３クール 第４クール 

基本研修 

1日目 

(9:50～15:10) 

12月 3日（日） 

品川 

1月 11日（木） 

水道橋 

2日目 

(10:00～15:30) 

12月 10日（日） 

品川 

1月 12日（金） 

水道橋 

専門研修 
3日目 

(9:30～17:20) 

12月17日（日） 

品川 

1月 19日（金） 

水道橋 

 定員 ７０名 ９０名 

 

 

◇ 会場についての詳しい案内図は、受講決定の際にお知らせします。なお、時間や会場が

変更になる場合がありますのでご了承ください。 

 

◇ 実施科目は以下の予定です。丸数字は別表１の各研修の「科目名」に対応しています。 

 １日目 … 基本研修①②③④ 

 ２日目 … 基本研修⑤⑥⑦⑧ 

 ３日目 … 専門研修①②③④⑤⑥ 

 

【会場情報】 

 品川：スクエア荏原（東京都品川区荏原 4丁目 5番 28 号） 

 水道橋：ＬＥＣ水道橋本校（千代田区神田三崎町 2丁目 2-15  4 階） 
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＜ＭＥＭＯ＞ 
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【申込書等送付前の確認事項】＊地域子育て支援コース 

 

◆地域子育て支援コースの受講申込書は、「様式１」「様式２」「様式３」「様式４」

の中から該当するものを選んでください。 

 

◆申込みにあたっては、「「個人情報の取り扱い」への同意について」の各項目を

ご確認いただき、申込書の下欄にある「署名欄」に必ず自署でご記入をお願いし

ます。 

 

◆必要な書類は入れましたか？ 

封入時に下記の項目をチェックしてください。個人情報が入っています。 

必ず郵便局窓口において簡易書留で郵送してください。 
 

□受講申込書（氏名、フリガナ、性別、生年月日、年齢、電話番号、住所は自署） 
 

□実務経験証明書（利用者支援事業（基本型）のみ必要。押印必要。写し不可） 
 

□受講者推薦書（必要に応じて提出（利用者支援事業（基本型））。押印必要。写し不可） 
 

□修了証書の写し（一部科目免除を希望する方のみ必要） 
 

 

◆郵送先宛名 

よろしければ、申込書及び必要書類等を送る際に下記を切り取って封筒の表

側に貼ってください。裏面に差出人を明記してください。 

必ず郵便局窓口において簡易書留で郵送してください。 

その際に受け取る[書留・特定記録郵便物等受領証(控え)]はお手元に保管し

てください。 

料金不足の郵便は受付できません。 
 

   （＊切り取って使用） 

 

 

 

 

 

 

 

〒１６４－０００１ 

東京都中野区中野 4-11-10 アーバンネット中野ビル 

株式会社東京リーガルマインド 

福祉支援本部 東京都子育て支援員研修事務局 宛 

【地域子育て支援コース受講申込書在中】 

簡易書留  
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